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図３ 寄留人の出身町の分布（於下京区・上京区）

注 1)  『歴史的行政区域データセットβ版』（CODH 作
成）「行政境界データセット ベクトルタイル地図」

（https://geoshape.ex.nii.ac.jp/vector-adm/）を改

変して作成。図中の表記や町の区画は現在のもの

で、表記のある中京区は明治 12 年当時は存在しな

い。本図は町の位置を確認する参考である。

注 2) 山伏山町は黒色、寄留人の出身町は灰色で塗りつ

　　ぶして表示した。所在不明の町と、出身者の少ない

　　伏見は図から除いた。

注 3) 扇酒屋町と悪王子町（寄留人各 2 人）を除いて、

　　各町とも輩出した寄留人は 1 人。各町からの寄留

　　人は基本 1 人との不文律の存在も想定できる。

表　寄留人の出身地別分類

　　繕ニ附建札御願」（同 引出 2-73・85、山田総代差出・下京区長宛）など。

８　雇用開始・終了の日付までは不詳のものが大多数であるので、ここでは便宜的に雇用開始月と終

　　了月を合わせて 1 か月間として算出した。

９　 前出の「山伏山町戸籍帳」（箱 3-59）によると、岩蔵は、翌明治 13 年には上京区仲保利町在住

の山田長左衛門宅に雇い入れられているため、その後も寄留人を雇用し続けられたかは定かでは

ない。名簿は、寄留人 7 人のうち少なくとも 2 人が 13 年で雇用を終了したことを記録している。
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明治期祇園祭山伏山の装飾と
菊水鉾町の寄進

　　　　　　　　　　　　　　竹中  　友里代

　山伏山は、元治元年 (1864) の蛤御門の変による市中大火の節も土蔵は燦然と形が残り、祭りの諸

道具の紛失はひとつもなしと『神事器具録』1 は記す。しかし実際は、胴組と一部懸装品に被害があり、

明治 2 年 (1869) 胴組ができて、この年より巡行が復活したと松田元の『祇園祭細見』2 はいう。元治

元年の大火で被災した南隣の菊水鉾町から、明治 24 年 (1891)7 月に見送りや水引などが寄進された。

見送りは中国明代の刺繍雲龍図で、天保 12 年 (1841) に完成するまで 20 年の歳月を費やし細工され

た優品であった。

山伏山町文書の箱４には領収書などがまとめられた封筒 2 点がある。「前講書類入」(4-45) と表書

のある封筒には、菊水鉾町から寄進された懸装品などの目録・謝礼金の受取等 4 点が包紙で一括され

ていた。菊水鉾町総代森善之助・上尾徳兵衛から、文化 11 年 (1814) 制作の裾金物 ( 裏表紙参照 ) も

合わせて、龍の模様の見送りの目録 ( 史料翻刻⑩ ) が 7 月 26 日付けで出され、前掛・水引等 8 点の

寄附品目録 ( 史料翻刻⑪ ) とそれらに対して山伏山町からは、400 円の謝礼金が支払われ、翌日 27 日

の受取 ( 史料翻刻⑫ ) には 1 銭の証券印紙 ( 収入印紙 ) が 4 枚貼付されている。明治の物価との比較は

難しいが、機織職の 1 ケ月の手間賃が 3 円から 5 円とすると、400 円は、現在の数百万円から一千万

円程にもなろうか。また同時に祭りの巡行では真松の枝に飾る懸守も 10 円の謝礼金で山伏山へ譲渡

された ( 史料翻刻⑬ )。貴重品の対価に山伏山町の誠意として支払われたのであった 3。

　この封筒には、明治 24 年 9 月、寺本勘助から出された欄縁や見送り掛などの錺金具の新調見積書

があり、総計 616 円を算出している。もう一つの封筒 (4-44) には、祇園祭関係の領収書がまとまっ

ている。そこには同 24 年から 26 年にかけて寺本勘助からの代金受取 8 点が含まれる。七條新町東入

の金物細工師寺本勘助により見送り掛を飾る 11 羽の鶴図や雲図 ( 図１)・新欄縁鶴図 ( 図２) をはじめ

見送上縁菊花文などの錺金具が新調された 4。さらに同 24 年 8 月この時の雲・鶴の欄縁金具の下絵に

対する謝礼金 5 円の受取がある。日本画家として「明治大正期書画家番付」5 にも名を載せる八木雲

渓 (1833 ～ 1892) が山伏山の錺金具の図案を描いたことがわかる ( 図３)。雲渓は、八木奇峰の子で、

明治 6 年御所仙洞院で開催された京都博覧会の席画を行い、同 12 年京都府画学校の代用教員に任命

されている。雲渓は下絵を描いた翌 25 年 6 月に 59 歳で逝去している。

この封筒には同 24・5 年の塗師大橋庄兵衛の受取 7 点があり、欄縁や長柄等の漆塗りが行われてい

る。大橋庄兵衛は、同 23・4 年の京都博覧会 6 では漆器の審査員の一人で、大正 5 年 (1916)53 才で

亡くなるまで、京都漆工芸品の重鎮であった。その他に檜大長柄・角柱や見送りつり用の眞田紐・毛

氈等の道具類や会合での諸経費の領収書が多数ある。譲り受けた懸装品に見合うように、山の装飾と
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図２　新欄縁 鶴図錺金具

図１　見送掛 雲・鶴図錺金具

改変が加えられていた。

　この事業費については、同 24 年 8 月 28 日付けの「御山修繕有志記名録」がある。そこには、内

藤源助 250 円・熊谷佐兵衛 150 円はじめ町内 30 人からの寄付金が一覧され、合計 1281 円が集まっ

ている。また年紀はないが、おそらく同時期と考えられる積立講の規約がある。毎月 1 円を 36 回、3

年間掛けて、その後は抽籤で分配金を講員に渡し、利息を積立て修復に宛てる。今井たつ・松居庄七

等 25 名の掛金支払い帳が残る。明治期の山伏山再興事業は、町を上げて取り組まれたのであった。

【注】

1   山伏山町文書　引出 2-155、「山伏山町神事器具録」( 公益財団法人祇園祭山鉾連合会編『祇園祭山

鉾錺金具調査報告書』Ⅰ、2016 年、170 頁 )

2   松田元『祇園祭細見』山伏山、1977 年、100 頁

3   若原史明『祇園会山鉾大鑑』1982 年では、「譲受品の目録」を掲載し、菊水鉾町から譲受に至った　

　経過や有償か無償か、折衝の様子など不明であるとし、前掲注 2 でも目録を掲げ、両町の親密な関

係を述べている。

4   前掲注 1、「第 2 章　各町山鉾の錺金具　５節山伏山」79 ～ 92 頁

5  八木雲渓は、日本画家八木奇 ( 寄 ) 峰の子で、山伏山の新欄縁 ( 雁 ) 刻銘にも画工としてその名を刻む。

東京文化財研究所　書画人物データベース

https://www.tobunken.go.jp/materials/banduke_name/792901.html

八木寄峰 (1806 ～ 1876) は、『平安人物志』の嘉永 5 年版では京の新町三条南、慶応 3 年版では衣

棚御池南に住む画家である。八幡山の鶴図などの錺金具の下絵を描き、金具などの細工人の筆頭に

ありコーディネーター的な存在であったという ( 前掲注 1『報告書』Ⅲ、「第 2 章各町山鉾の錺金具　

10 節八幡山」、2018 年、145 頁 )、長浜市長浜城歴史博物館『八木奇峰と二人の師匠』2009 年

6   京都府立京都学・歴彩館　京の記憶アーカイブ、大橋庄兵衛年表、明治 23 年 4 月 3 日・明治 24

年 4 月 1 日

図３　八木雲渓像　
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山伏山町文書目録

山伏山町文書目録
凡例

・山伏山町文書は、京都市中京区室町通蛸薬師下ルに位置する山伏山町が所蔵する合計 1616 点の文書目録である。

・袋・包紙などは、文書に付属して採用しているが、単体のものは個別に番号を付与した。

・�表記は、原則として常用漢字を用い、常用漢字がないものは正字を用いた。ただし一部の仮名（江、茂）などはそ

のまま使用した。

・虫損などで文字が判読できない場合、字数が明らかなものは□で記し、字数が不明なものは［　］で表記した。

・番号は、箱 - 番号とす。箪笥内の文書は引出別に T引出 - 番号、土蔵天井裏木札に付属する文書は〇番号で表す。

・�文書名は、原則として原題を採り、原題のみで内容がわからないものは（　）で内容を補った。また、原題のない

ものは適宜文書名を付け〔　〕で記した。

・�年月日は、原則として作成年代を採り、年月日が内容・干支などから推定できるものは（　）で記した。記述がな

い時は「－」とした。

・�差出・作成・宛名については、文書の表記の通りに記し、→で関係を補足した。押印がある場合は（印）、殿・様・

御中などの敬称もそのまま記した。

・形式は、古文書学の形状分類により、近代文書で分類にあてはまらないものは適した名称を記した。

・�備考で、文書の概要の他、一括状況や包紙・貼紙・端裏・奥書の有無とその記載内容、地名など上記で表せなかっ

た内容を記載した。またDⅠ -2・E-7 等の番号は、『史料　京都の歴史』第９巻中京区 ( 京都市、平凡社、1985) 掲

載の目録番号である。

番号 文書名 年月日 差出・作成→宛名 形式 備考
1-1 千木秤員数改書 安政 5午年 2月 年寄與兵衛・五人組源兵衛・同

喜兵衛・彦兵衛他 1名→

竪帳 店別に千木秤・皿秤・秤の数。

1～ 12こより一括。DⅠ -2
1-2 〔会所普請勘定書〕 慶 応 2 寅 年 6 月

27日

林幸助・土井与左衛門・七條左

京→御年寄萬兵衛・五人御組中

様・御町中

竪帳 E-7

1-3 貸渡申地向之事 嘉永 5年壬子 5月 地主升屋治右衛門・受人若山屋

又兵衛→枡屋甚兵衛

竪紙 枡屋の屋敷を 30 ヶ年貸付。

屋敷地・貸地図。B-19
1-4 〔集会順席一覧〕 慶応 2 年寅 5 月 25

日

－ 継紙 25日鳥羽清席にて。DⅠ -3

1-5 間取書書出候写 9月 3日 － 綴 山伏山町の屋敷間取・帖数。

G-13
1-6 〔土地寸法図〕 － － 絵図 室町通東側
1-7 町触 未 7月 年寄・五人組→ 継紙 葬式香典白銀 1枚、通夜香典

無用等。A-51
1-8 乍恐口上書 慶応元丑年 12月 年寄万兵衛 ( 印 )・五人組源助

( 印 ) →御奉行様

竪帳 地蔵堂・番部屋子 7月焼失、

再建願、絵図、町ひかへ。C

Ⅰ -10
1-9 覚 ( 代金受取証 ) 寅 8月 20日 菊水鉾町 ( 印 ) →山伏山御町 切紙 教諭所戻シ金。B-176
1-10 覚 ( 代金受取 ) 丑 12 月 天神山町 ( 印 ) →山伏山御町 切紙　八組入用割、米 30 石割等。

B-190
1-11 覚 ( 金銭書上 ) 7 月 月当番善長寺町 ( 印 ) →山伏山

御町

切紙 御 朱 印・ 御 利 息 納 入 用。

B-110
1-12 〔米切手頂戴、代銀

受取書〕

慶 応 2 年 寅 6 月

15日

山伏山町年寄源助・五人組孫兵

衛・佐兵衛→

折紙 中西屋常太郎・三文字屋安兵

衛等 11名印。CⅠ -12
1-13 一札 ( 家屋敷売渡 ) 安政 3 辰年 5 月 2

日

万屋利助 ( 印 ) →山伏山町年寄

源助殿

継紙 家屋敷 2 ヶ所。包紙「万り

家町内へ買取直段取極メ候ニ

テ売渡候間違無之趣之一札」。

13～ 93こより一括。B-23
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